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第３回八女市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和５年３月７日（火）午後２時００分から午後２時３６分

２．開催場所 八女文化会館多目的ホール

３．出席農業委員（２３名）

１番 月足 靖彦 ２番 鵜木 利通 ３番 松尾 健一

５番 小川 哲郎 ６番 角 秀次 ７番 馬場 康浩

８番 大坪知美子 ９番 中島 秀徳 １０番 仁田原一太

１１番 稲葉 初男 １２番 入江 保生 １３番 高山 和典

１４番 今村 嗣範 １５番 増永 勝広 １６番 古賀 則夫

１７番 江﨑 潔 １８番 中村 善徳 １９番 茅島 澄雄

２０番 中村 輝義 ２１番 田村 一彦 ２２番 三宅 覚

２３番 池尻 律芳 ２４番 國武 覚

４．出席最適化推進委員（１４名）

３番 平井 照也 ６番 中村 敏彦 １０番 下川 栄一

１３番 中嶋 壽敏 １４番 松延 清隆 １９番 松﨑 保元

２０番 井上 元己 ２４番 田形 隆徳 ２６番 堤 政信

３０番 田中 勝之 ３２番 野中 敏成 ３６番 野中 円三

４０番 東 正洋 ４５番 森松 利博

５．欠席委員 農業委員（１名）

４番 牛嶋 徹也

６．欠席委員 最適化推進委員（１名）

３８番 原 義博

７．議事日程

第１ 会議の成立

第２ 議事録署名委員の指名

第３ 議案の上程

第４ 議案の審議

報告第 ５号 農地法第１８条第６項の規定による通知の報告について

議案第１１号 農地法第３条の規定による許可処分の取消願の処理について

議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請書の処理について
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議案第１３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定

の処理について

議案第１４号 農地法第４条の規定による許可申請書の処理について

議案第１５号 農地法第５条の規定による許可申請書の処理について

議案第１６号 農地の権利移動に係る下限面積（別段の面積）の廃止について

８．農業委員会事務局職員

局長 松藤 洋治 次長 平島 聡 書記 樋口 昌伸 書記 西原 佑

美 黒木支所 渡部 真弓 井上 雄治 立花支所 中嶋 隆裕

上陽支所 松尾 誠 星野支所 橋本 祐助 山口 輝信 矢部支所 城

豪志

９．会議の概要（発言の内容については、その要旨を記載しており、個人情報に

関係すると思われる部分等については削除しています。）

議 長

議 長

本日は令和５年第３回農業委員会総会を開会しましたところ、各委

員には大変お忙しい中、ご参集くださいまして誠にありがとうござい

ました。

日中気温が上がりまして、農作業とも大変忙しい時期を迎えており

ます。皆様方にもこれから先、農作業等に十分お励み頂きたいと思い

ます。

それではただいまより農業委員会総会を開会いたします。

（ 議 長 着 席 ）

日程 第１・会議の成立

只今の出席委員の数は農業委員 ２３名 、

農地利用最適化推進委員 １４名 であります。

会議規則第６条の規定により、本日の会議は成立いたしました。

日程 第２・議事録署名委員の指名を行います。

議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項の規定により、１９番

茅島澄雄委員、２０番中村輝義委員を本日の会議の議事録署名委員に

指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）
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議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

異議がありませんので、そのように決定いたしました。

日程 第３・議案の上程を行います。

事務局より案件の朗読をお願いします。

（ 案件朗読 ）

事務局朗読のとおり、報告１件・議案６件を一括議題といたします。

１ページをお願いします。

報告第５号、農地法第１８条第６項の規定による通知の報告につい

て、通知の説明をお願いします。

ご説明いたします。農地法第１８条第６項の規定による通知の報告

については１６件です。総合計については、８ページをご確認くださ

い。

解約のあった土地７９筆のうち田２７筆、畑５２筆、合計面積５９,

２４１．４９㎡です。それぞれ合意解約で離作措置条件等はありませ

ん。添付書類も含め完備しておりましたので、会長専決により書類を

受理致しました。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は農業委員会に報告するものであります。

質疑にとどめ審議を終わります。

９ページをお願いします。

議案第１１号、農地法第３条の規定による許可処分の取消願の処理

について、番号１番の説明をお願いします。

１番についてご説明いたします。申請地は黒木町田本字中道１３３

番１、登記・現況ともに田、面積１,２９０㎡です。

譲渡人、黒木町本分の○○氏と譲受人、黒木町土窪の○○氏の間で、

令和５年２月６日付けで有償での所有権移転ということで許可をして

いましたが、その後に「農業経営基盤強化法による所有権移転を申し

出たい」とのことで今回取消申請をされるものです。以上でございま

す。
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議 長

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定いたしました。

１０ページをお願いします。

議案第１２号、農地法第３条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番の説明をお願いします。

１番についてご説明いたします。申請地、八女市上陽町下横山藤原

１９０４番１、登記・現況ともに畑、面積１４８㎡。譲渡人、八女市

上陽町下横山の○○氏の経営縮小と、譲受人、八女市上陽町下横山の

○○氏の経営拡大ということでの所有権移転売買の申請です。以上で

ございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので原案のとおり決定いたしました。

続いて番号２番の説明をお願いします。

２番についてご説明いたします。申請地、八女市上陽町上横山字満

治１４２６番１、登記・現況ともに田、面積５５３㎡外２筆、合計面

積３，６７５㎡。この土地を、譲渡人、八女市本町の○○氏の経営縮

小と、譲受人、八女市龍ヶ原の○○氏の経営拡大ということでの所有

権移転売買の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号３番の説明をお願いします。

３番についてご説明いたします。申請地、八女市上陽町上横山字満

治１４９６番１、登記・現況ともに田、面積１，５６３㎡外１筆、合

計面積１，８８１㎡。こちらの土地を、譲渡人、八女市上陽町上横山

の○○氏の農業廃止と、譲受人、八女市龍ヶ原の○○氏の経営拡大と

いうことでの所有権移転売買の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号４番の説明をお願いします。

４番についてご説明いたします。申請地は、八女市黒木町木屋字山

口１５２６番１２、登記・現況ともに畑、面積１，２５０㎡外２筆、

合計面積２，８３７㎡です。

この土地を、譲渡人、黒木町木屋の○○氏の相手方の要望と譲受人、

黒木町木屋の○○氏の経営拡大による所有権移転売買の申請です。以

上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号５番の説明をお願いします。

５番についてご説明いたします。申請地、立花町北山字下男子２３

３９番４、登記・現況ともに畑、面積６，８９５㎡。譲渡人である立

花町北山の○○氏の経営縮小と、譲受人である筑後市大字和泉の○○

氏の経営拡大による所有権移転売買の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号６番の説明をお願いします。

６番についてご説明いたします。申請地、八女市豊福字辻８５０番、

登記・現況ともに畑、面積４１２㎡外３筆、合計面積２,７７１㎡。譲

渡人、八女市本の○○氏の孫への贈与と、譲受人、八女市本の○○氏

の祖母より受贈ということでの所有権移転贈与の申請です。以上でご

ざいます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号７番ですが１６番古賀則夫委員は、八女市農業委員会会

議規則第１１条の議事参与の制限に抵触する事案でありますので、席

を下げていただきますようお願いいたします。

それでは事務局より説明をお願いします。
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事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

７番についてご説明いたします。申請地は、黒木町北木屋字赤坂３

６２９番７、登記・現況ともに畑、面積１，１９６㎡外１４筆、合計

面積５，５９５㎡です。

この土地を、譲渡人、黒木町本分の○○氏の親族への贈与と譲受人、

黒木町北木屋の○○氏の親族からの受贈による所有権移転贈与の申請

です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

古賀則夫委員は元の席にお戻りください。

続いて番号８番の説明をお願いします。

８番についてご説明いたします。申請地は、黒木町北木屋字瀧ノ上

４５７５番、登記・現況ともに畑、面積５４５㎡外１筆、合計面積９

０６㎡です。

この土地を、譲渡人、黒木町木屋の○○氏の経営縮小と譲受人、黒

木町木屋の○○氏の経営拡大による所有権移転贈与の申請です。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議はありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号９番の説明をお願いします。

９番についてご説明いたします。申請地は、八女市星野村字森脇１

６７３８番、登記・現況ともに田、面積１０７㎡。

譲渡人、八女市星野村の○○氏の経営縮小と譲受人うきは市吉井町
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

の○○氏の相手方の要望による、所有権移転贈与の申請です。以上で

ございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１０番の説明をお願いします。

１０番についてご説明いたします。申請地は、黒木町北木屋字馬渡

２３６１番、登記・現況とも田、面積１，２７１㎡です。

この土地を、譲渡人、黒木町北木屋の○○氏の子への貸付と譲受人、

八女市本村の○○氏の親からの借り受けによる１０年間の使用貸借権

設定の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて１３ページをお願いします。

議案第１３号、農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画の決定の処理について、説明をお願いします。

本案件は、八女市農用地利用集積計画について、八女市長から本委

員会に対して決定を求められているものでございます。

今回は、所有権移転の案件が５件ございます。

番号１番、申請地、八女市本字牛焼谷１９１８番１、登記・現況と

もに畑、面積１，３０２㎡。こちらを、八女郡広川町の○○氏より八
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事務局

議 長

議 長

議 長

事務局

女郡広川町の○○氏へ売買により所有権移転されるものです。

番号２番、申請地、八女市本字牛焼谷１９１９番、登記・現況とも

に畑、面積７８㎡外３筆、合計面積４，１８９㎡。こちらを、八女郡

広川町の○○氏より八女郡広川町の○○氏へ売買により所有権移転さ

れるものです。

番号３番、申請地、八女市黒木町田本字中道１３３番１、登記・現

況ともに田、面積１,２９０㎡。こちらを、八女市黒木町本分の○○氏

より八女市黒木町土窪の○○氏へ売買により所有権移転されるもので

す。こちらは、議案第１１号にて農地法第３条の許可処分の取消をし

た案件の関連で、改めて農用地利用集積計画にて所有権移転されるも

のです。

番号４番、申請地、八女市立花町白木字後ノ迫３９１６番１、登記・

現況ともに畑、面積２６４㎡外１筆、合計面積９４６㎡。こちらを、

八女市立花町白木の○○氏より八女市立花町白木の○○氏へ売買によ

り所有権移転されるものです。

番号５番、申請地、八女市立花町北山字割迫３５３８番８、登記・

現況ともに畑、面積１，７０３㎡。こちらを八女市立花町北山の○○

氏より八女市立花町北山の○○氏へ売買により所有権移転されるもの

です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

１５ページをお願いします。

議案第１４号、農地法第４条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番の説明と現地調査の報告をお願いします

１番についてご説明いたします。申請地は、八女市鵜池にあります

八女市立岡山小学校から西へ１００ｍほど進んだ農地です。

農地の区分は、宅地化の状況からみて市街化が見込まれる区域内に
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事務局

議 長

議 長

議 長

事務局

ある農地であって、第２種農地と判断します。

申請地は、八女市室岡字二反田２１９番２、登記・現況ともに田、

面積は１，５１３㎡外１筆、合計面積１，５６８㎡です。

この土地を八女市室岡の○○氏が、共同住宅用地（１棟１８戸）と

して利用するための申請です。隣接する農地の同意は不要であり、水

利の承諾はとれています。

２月２４日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地確

認を行った結果、生活雑排水は公共下水道で処理され、雨水は南側側

溝に排水される計画です。特段問題はないと確認しております。ご審

議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

１６ページをお願いします。

議案第１５号、農地法第５条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番の説明と現地調査の報告をお願いします。

１番についてご説明いたします。申請地は、八女市吉田にあります

福岡八女農業協同組合八女北支店から北東へ４００ｍほど進んだ農地

です。

農地の区分は、第２種農地と判断します。内容は１番と同じです。

申請地は、八女市吉田字柏町２００２番、登記現況ともに田、面積

３２２㎡外２筆、合計面積１，３４９㎡です。

この土地を筑後市大字長浜の○○氏が八女市吉田の○○氏から譲り

受けられまして、共同住宅用地として利用するための申請です。隣接

する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

２月２４日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地確

認を行った結果、生活雑排水は合併浄化槽で処理され、雨水とともに
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議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

北側水路に排水される計画です。特段問題はないと確認しております。

ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号２番の説明と現地調査の報告をお願いします。

２番についてご説明いたします。申請地は、八女市馬場にあります

八女総合体育館より北へ２００ｍほど進んだ農地になります。

農地の区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域

が定められた農地であり、第３種農地と判断します。

申請地は、八女市馬場字破須輪４０４番１０、登記・現況ともに田、

面積１８９㎡です。

この土地を八女市今福の○○氏、○○氏が広川町大字新代の○○氏

から譲り受けられまして、専用住宅用地として利用するための申請で

す。隣接する農地はありません。水利の承諾はとれています。

２月２４日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地確

認を行った結果、生活雑排水は公共下水道で処理され、雨水は西側側

溝に排水される計画です。特段問題はないと確認しております。ご審

議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。
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事務局

議 長

議 長

事務局

続いて番号３番の説明と現地調査の報告をお願いします。

３番についてご説明いたします。申請地は八女市馬場にあります八

女市立南中学校の西側に隣接する農地になります。

農地の区分は、第３種農地と判断します。内容は２番と同じです。

申請地は、八女市馬場字渕ノ上５６５番１、登記・現況ともに田、

面積１，３３９㎡外４筆、合計面積は２,０８２㎡です。

この土地を福岡市中央区平尾の○○氏が八女市高塚の○○氏から譲

り受けられまして、共同住宅用地として利用するための申請です。隣

接する農地はありません。水利の承諾はとれています。

２月２４日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地確

認を行った結果、生活雑排水は公共下水道に排水され、雨水は中央及

び東側側溝に排水される計画です。特段問題はないと確認しておりま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号４番の説明と現地調査の報告をお願いします。

４番についてご説明いたします。申請地は、八女市平田にあります

八女中央自動車学校より北西へ１００ｍほど進んだ農地です。

農地の区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地であり、第１種農地と判断します。第１種農地は原則不許

可ですが、住宅その他の申請に係る周辺の地域において、居住する者

の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの

ですので、農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。

申請地は、八女市平田字楽田３５７番、登記・現況ともに田、面積

は７１６㎡外４筆、合計面積３，６９６㎡です。

この土地を久留米市花畑の○○株式会社が、八女市平田の○○氏、
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議 長

議 長

事務局

議 長

八女市本の○○氏から譲り受けられまして、建売住宅用地として利用

するための申請です。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれ

ています。

２月２４日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地確

認を行った結果、生活雑排水は合併処理浄化槽で処理され、雨水とと

もに西側側溝に排水される計画です。特段問題はないと確認しており

ます。ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号５番の説明と現地調査の報告をお願いします。

５番についてご説明いたします。申請地は、八女市忠見にあります

八女市立忠見小学校より東へ１００ｍほど進んだ農地です。

農地の区分は、第３種農地と判断します。内容は１番と同じです。

申請地は、八女市忠見字西小牟田１０６２番、登記・現況ともに田、

面積は３５７㎡外３筆、合計面積６８１．８９㎡です。

この土地を八女市忠見の○○氏が、北九州市八幡東区荒生田の○○

氏から譲り受けられまして、資材置場用地として利用するための申請

です。隣接する農地の同意は不要です。水利の承諾はとれています。

２月２４日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地確

認を行った結果、生活雑排水は発生しません。雨水は東側側溝に排水

される計画です。特段問題はないと確認しております。ご審議のほど

よろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。
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事務局

議 長

議 長

事務局

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号６番の説明と現地調査の報告をお願いします。

６番についてご説明いたします。申請地は、八女市鵜池にあります

八女市立岡山小学校より南へ１５０ｍほど進んだ農地です。

農地の区分は、市街地等で宅地化の状況が一定程度に達している区

域内にある農地であって、第３種農地と判断します。

申請地は、八女市鵜池字龍崩２６５番、登記・現況ともに田、面積

は４２６㎡外４筆、合計面積１，５３３㎡、全体計画面積１，５８８．

７１㎡です。

この土地を八女市鵜池の一般社団法人○○が、八女市鵜池の○○氏

から賃貸借で譲り受けられまして、保育園用地として利用するための

申請です。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

２月２４日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地確

認を行った結果、生活雑排水は公共下水道で処理され、雨水は西側水

路に排水される計画です。特段問題はないと確認しております。ご審

議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号７番の説明と現地調査の報告をお願いします。

７番についてご説明いたします。申請地は、黒木町鹿子生地区の市

道渡内・鹿子生線沿いにあります元福豊コンクリート工場跡にある農

地です。

農地の区分は、農用地区域内にある農地以外の農地であって、第１
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議 長

議 長
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事務局

種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない農地であり、第２種農

地と判断します。

申請地は、黒木町鹿子生字小山ケ谷１８７４番６、登記・現況とも

に畑、面積は９８２㎡です。この土地を三重県四日市市の株式会社○

○が、八女市吉田の○○氏から借りられ、太陽光発電設備用地として

利用するための申請です。

これまでの経緯としまして、今回の申請者である株式会社○○が近

隣の非農地に太陽光パネルを平成２７年に設置されました。所有者が

土地の境界を確認されたところ、当該地が無断転用状態であることが

わかり、市に相談がありました。是正措置として、事業者によってパ

ネルを取り外され、現在は更地となっています。

今回の申請は、八女市が農振除外を決定後、申請されているもので

す。近隣の土地とともに太陽光パネルを置く計画であり、造成は行わ

れません。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾はとれています。

２月２４日に現地調査を行った結果、生活雑排水は発生しません。

雨水は自然流下および南側の既存水路で枡を作って受けられ、南側を

通る水路と、暗渠を通して北側の水路と二ヶ所に排水されます。排水

に関して特段問題ないと確認しております。以上よろしくお願いいた

します。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて１９ページをお願いします。

議案第１６号、農地の権利移動に係る下限面積（別段の面積）の廃

止について、事務局より説明をお願いします。

ご説明いたします。

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和５年４
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月１日に施行され、この法案により農地法の改正が行われます。改正

の内容は、農地法第３条第２項第５号の削除、つまり下限面積要件の

廃止です。

八女市農業委員会では、４月総会時に別段の面積についてご審議い

ただき、八女市内全域の下限面積を４０アール、空き家に付属した農

地に限定した下限面積を１アールと設定及び公示しております。この

別段の面積の公示については、農林水産省経営局農地政策課からの通

知にて、改正法の施行に伴い、公示の効力が失われることから、農地

の権利取得予定者等の誤解を招かないように、改正法の施行までに公

示を廃止する手続きを行うことが適当であるとされております。

つきましては、下限面積（別段面積）設定の公示を令和５年３月３

１日で廃止するものです。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

以上で議案の審議は全部終了いたしました。

これをもって、本日の会議を終了いたします。

大変お疲れさまでございました。

（ 閉会宣言 １４時３６分）


